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「組合員の運転士再教育」に関する申し入れ 

 

 

  ６月１４日、運転士（東海労組合員）が、６回目の復帰試験で不合格となり、

運転士としての職名を剥奪された。 

  フォロー期間中における会社の対応は、当該組合員に対して何らフォローなど

一切行わず、明らかに運転士に復帰させる意志は全くないものであった。 

  したがって、以下の通り申し入れるので、誠意を持って対応すること。 

 

 

 

記 

 

 

1．会社は、当該組合員に対して、丁寧な再教育を行って再試験を実施すること。 

 

 

 

 

2．フォロー期間中、当該組合員は福田指導科長に対して「自己の時間で構わないの

で、フォロー教育をしてほしい」と申し出たにもかかわらず、福田指導科長は「

ダメだ」と言って申し出を拒否した。フォロー教育をする現場指導科の最高責任

者の指導科長が何故拒否したのか明らかにすること。 

以上 


